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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期

第１四半期
連結累計期間

第９期
第１四半期
連結累計期間

第８期

会計期間
自2023年１月１日
至2023年３月31日

自2024年１月１日
至2024年３月31日

自2023年１月１日
至2023年12月31日

売上高 （千円） 622,402 955,438 3,222,096

経常利益又は経常損失（△） （千円） △6,015 40,434 115,513

親会社株主に帰属する四半期（当期）純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）

（千円） △6,193 36,778 133,700

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △6,193 36,778 133,700

純資産額 （千円） 1,050,122 1,226,736 1,189,958

総資産額 （千円） 2,217,139 3,205,004 3,289,194

１株当たり四半期（当期）純利益又は１

株当たり四半期純損失（△）
（円） △2.00 11.88 43.18

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － 10.99 39.97

自己資本比率 （％） 47.2 38.2 36.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当社グループの売上高のうち、代理人取引に係る売上高については、顧客から受け取る額からインフルエン

サー等に支払う額を控除した純額にて表示しております。

３．第８期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、経済活動の正常化が進んだ一方で、地政学的リスクの長期

化や世界的な金融の引き締め等もあり、当社グループを取り巻く環境は依然として不透明な状況が続いておりま

す。

　そのような状況下におきましても、当社グループが属するインターネット広告市場は、2023年には前年比

7.8％の増加という成長を続けております。

　このような事業環境の下、当社グループはインフルエンサーと顧客をつなげるプラットフォームサービスであ

る「toridori base」を通じて、マイクロインフルエンサー及び顧客企業への支援に積極的に取り組んで参りま

した。その結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は1,968,059千円（前年同期比＋27.6％）、売上高は

955,438千円（同＋53.5％）、売上総利益は869,296千円（同＋48.9％）、営業利益は43,260千円（前年同期は営

業損失5,720千円）、経常利益は40,434千円（前年同期は経常損失6,015千円）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は36,778千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失6,193千円）となりました。

　なお、当社グループはインフルエンス・プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント情報

に関連付けた記載は行っておりません。

 

（当社グループの事業の内容）

　当社グループは下図の領域において、インフルエンサー支援サービスを行っております。各サービスの内容は

以下のとおりであります。
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（サービス別売上総利益）

　当社グループは、売上総利益を重要な指標として捉えており、サービス別売上総利益は以下のとおりでありま

す。なお、当社グループが提供するサービスについては、「toridori base」を中心とした「プロダクト領域」

と、「toridori base」以外の「マーケティングパートナー領域」として区分しております。

（単位：千円）

会計年度 四半期 プロダクト領域
マーケティング
パートナー領域

合計

2020年12月期

第１四半期 2,721 130,941 133,662

第２四半期 4,461 140,812 145,273

第３四半期 6,934 132,824 139,758

第４四半期 10,724 131,524 142,248

2021年12月期

第１四半期 18,330 149,768 168,098

第２四半期 33,592 179,058 212,650

第３四半期 54,924 228,598 283,522

第４四半期 79,284 235,066 314,350

2022年12月期

第１四半期 89,647 284,579 374,226

第２四半期 135,316 286,519 421,835

第３四半期 198,377 341,777 540,154

第４四半期 221,913 325,529 547,442

2023年12月期

第１四半期 287,463 296,327 583,790

第２四半期 437,452 306,815 744,267

第３四半期 510,285 278,054 788,339

第４四半期 589,868 326,316 916,184

2024年12月期 第１四半期 622,836 246,460 869,296

（注）サービス区分ごとの相対的重要性が変化したことから、収益及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす要因

を考慮したうえで、経営の実態をより適切に表示できるように、2024年12月期第１四半期に区分を見直し

た結果、従来「toridori base」に区分していた売上総利益を「プロダクト領域」として、「toridori

ad」「toridori promotion」「toridori studio」「toridori made」に区分していた売上総利益を「マー

ケティングパートナー領域」として表示しております。この変更に伴い、2023年12月期以前の売上総利益

についても組替えを行っております。

 

（２）財政状態の状況

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末より84,190千円減少し、3,205,004千円とな

りました。これは主に、現金及び預金が200,752千円減少したこと及び棚卸資産が14,508千円減少した一方で、

売掛金が81,429千円増加したことによるものであります。

 

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より120,968千円減少し、1,978,267千円とな

りました。これは主に、借入金が99,193千円減少したこと及び買掛金が76,552千円減少した一方で、その他流動

負債が61,331千円増加したことによるものであります。

 

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末より36,778千円増加し、1,226,736千円と

なりました。これは、利益剰余金が36,778千円増加したことによるものであります。

 

（３）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。
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（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社トリドリ(E38162)

四半期報告書

 5/16



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 11,250,000

計 11,250,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現

在発行数（株）
（2024年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2024年５月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,096,400 3,096,400
東京証券取引所

グロース市場

単元株式数

100株

計 3,096,400 3,096,400 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、2024年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2024年１月１日～

2024年３月31日
－ 3,096,400 － 50,000 － 50,000

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2023年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    2024年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,094,600 30,946 －

単元未満株式 普通株式 1,800 － －

発行済株式総数  3,096,400 － －

総株主の議決権  － 30,946 －

 

②【自己株式等】

    2024年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社トリドリ
東京都渋谷区円山

町28番１号
－ － － －

計 － － － － －

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2024年１月１日から2024

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年１月１日から2024年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2024年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,671,898 1,471,145

売掛金 703,921 785,350

棚卸資産 35,095 20,586

前払金 475,183 482,054

その他 26,778 50,009

貸倒引当金 △13,394 △7,898

流動資産合計 2,899,483 2,801,248

固定資産   

有形固定資産 25,852 25,584

無形固定資産 261,485 265,704

投資その他の資産 ※ 102,373 ※ 112,467

固定資産合計 389,710 403,756

資産合計 3,289,194 3,205,004

負債の部   

流動負債   

買掛金 579,009 502,456

短期借入金 400,000 360,000

１年内返済予定の長期借入金 224,774 219,740

未払金 279,088 259,283

契約負債 66,065 79,328

その他 171,541 232,873

流動負債合計 1,720,478 1,653,681

固定負債   

長期借入金 358,632 304,473

資産除去債務 20,126 20,113

固定負債合計 378,758 324,586

負債合計 2,099,236 1,978,267

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 1,003,738 1,003,738

利益剰余金 133,700 170,478

自己株式 △57 △57

株主資本合計 1,187,380 1,224,159

新株予約権 2,577 2,577

純資産合計 1,189,958 1,226,736

負債純資産合計 3,289,194 3,205,004
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自2023年１月１日
至2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自2024年１月１日
至2024年３月31日）

売上高 622,402 955,438

売上原価 38,612 86,142

売上総利益 583,790 869,296

販売費及び一般管理費 589,510 826,036

営業利益又は営業損失（△） △5,720 43,260

営業外収益   

受取利息 3 5

受取手数料 387 314

助成金収入 855 －

その他 119 82

営業外収益合計 1,364 402

営業外費用   

支払利息 1,657 3,225

その他 1 2

営業外費用合計 1,659 3,227

経常利益又は経常損失（△） △6,015 40,434

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△6,015 40,434

法人税、住民税及び事業税 177 3,656

法人税等合計 177 3,656

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,193 36,778

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△6,193 36,778
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自2023年１月１日
至2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自2024年１月１日
至2024年３月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,193 36,778

四半期包括利益 △6,193 36,778

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,193 36,778

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（2023年12月31日）
当第１四半期連結会計期間

（2024年３月31日）

投資その他の資産 2,585 千円 2,585 千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日
　至　2024年３月31日）

減価償却費 3,162  千円 3,786  千円

のれんの償却額 －  6,589  

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2023年１月１日　至2023年３月31日）

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2024年１月１日　至2024年３月31日）

　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グルーブは、インフルエンス・プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 

 

（収益認識関係）

当社グループはインフルエンス・プラットフォーム事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生

じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2023年１月１日
　至　2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2024年１月１日
　至　2024年３月31日）

顧客との契約から生じる収益     

プロダクト領域 289,416  千円 626,732  千円

マーケティングパートナー領域 332,986  328,706  

顧客との契約から生じる収益　計 622,402  955,438  

その他の収益 －  －  

外部顧客への売上高 622,402  955,438  

（注）サービス区分ごとの相対的重要性が変化したことから、収益及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす要因

を考慮したうえで、経営の実態をより適切に表示できるように、当第１四半期連結会計期間に区分を見直

した結果、従来「toridori base」に区分していた売上高を「プロダクト領域」として、「toridori ad」

「toridori promotion」「toridori studio」「toridori made」に区分していた売上高を「マーケティン

グパートナー領域」として表示しております。この変更に伴い、前第１四半期連結累計期間についても組

替えを行っております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自2023年１月１日
至2023年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自2024年１月１日
至2024年３月31日）

（１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり

四半期純損失（△）
△2.00円 11.88円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親

会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）

△6,193 36,778

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四

半期純利益又は親会社株主に帰属する四

半期純損失（△）（千円）

△6,193 36,778

普通株式の期中平均株式数（株） 3,096,400 3,096,376

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円 10.99円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 250,540

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2024年５月14日

株式会社トリドリ

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 太　田　　　稔

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 岸　　　佳　祐

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トリ

ドリの２０２４年１月１日から２０２４年１２月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（２０２４年１月

１日から２０２４年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（２０２４年１月１日から２０２４年３月３１日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トリドリ及び連結子会社の２０２４年３月３１日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
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四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
  

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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